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公益社団法人全国有料老人ホーム協会(理事長：中澤 俊勝、所在地：東京都中央区)は、消費者の皆様が

ホームを選択するうえでの指標となるよう、「有料老人ホームあんしん宣言」を策定しています。今般、令和４

年度に新たに５０ホームが宣言され、合計２２７ホーム（令和５年 4月 28日現在）の名称を公表しました。 

 

公表されたホーム名称は、有料老人ホー

ム協会の「個人のお客様・消費者向けサイト」

で検索してください。 

【          会員ホーム検索】→「エリアで探す」ま

たは「沿線で探す」をクリック→「☑あんしん

宣言」にチェック。 

 

■「有料老人ホームあんしん宣言」とは 

 

入居者および消費者の意識調査と指針※が求める規定をふまえ、下枠の６項目で構成されています。 

（※ 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」） 

 

 

 

 

 

 

これらの項目を自ら宣言し、内容を点検することは、ホーム全体にとって、お客様の安心への取組みに対

する意識を更に高めていくことにつながります。 

 

  ■「有料老人ホームあんしん宣言」の公表の趣旨 

 

お客様のより良いホーム選びにお役立ていただきたいというものです。当協会の「個人のお客様・消費者

向けサイト」では、あんしん宣言を公表したホームの取り組みインタビュー記事もご紹介しております。 

各ホームがお客様の安心と安全を守るため、何に力を入れているのかを知っていただける機会になれば

幸いです。 

 

◆本リリースに関するお問合せ先   

公益社団法人全国有料老人ホーム協会  事業部 井田 

電話／03-3272-3781  E-MAIL／info@yurokyo.or.jp 

URL：https://www.yurokyo.or.jp/ 
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Release 

「有料老人ホームあんしん宣言」は、令和 4年度新たに 50ホームが加わり、 

合計 227ホームの名称を協会ＨＰで公表しました。 

 

１．ホームの運営理念を策定し、周知しています  ２．情報公開をしています 

３．入居者の権利を擁護しています          ４．職員の業務スキル向上に取り組んでいます 

５．適正な入居契約を締結しています 

６．当ホームが入居者の安心と安全を守るため、運営上特に力をいれている事項 

https://www.yurokyo.or.jp/


○【参考】公益社団法人 全国有料老人ホーム協会 とは 

全国有料老人ホーム協会は、有料老人ホーム利用者の保護と、ホームを設置・運営する事業者の健全育成を図る

ことを目的に設立された、老人福祉法第 30条にも規定されている内閣府認定の公益社団法人です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な事業内容は「入居者保護」「事業者の運営支援」「自治体との連携」の 3つを柱としています。 

入居者保護事業として、入居者生活保証制度・入居者生活支援制度の運営や、苦情対応委員会設置の下苦情相

談を受け付けています。入居検討者への情報提供事業では、有料老人ホーム等の情報提供を目的とした“輝・友の

会”（会費無料）の運営をはじめ、入居相談や有料老人ホームへの理解を深めていただくために各種講演会への講

師派遣などの啓発普及活動、「有料老人ホーム基礎知識（冊子）」や「輝・ニュース（情報誌）」の発行等による各種情

報発信を行っております。 

事業者への運営支援事業として、有料老人ホーム事業にかかわる様々な調査研究、入居契約書等の各種ガイド

ラインの策定、ホーム全体のレベルアップを目的とした職員研修の実施、サービスの質の確保・向上を目的としたサ

ービス第三者評価事業などを行っております。 

自治体との連携として、全国の自治体が実施する事業者向け研修や集団指導への講師派遣や研修業務の受託、

当協会ホームページ等で情報発信する等自治体の指導監督業務のサポートを行っております。 

当協会は、有料老人ホーム事業の健全発展を通し、高齢化の進む日本において、活力ある社会づくりに寄与する

べく、活動を続けております。 

 

■目的：有料老人ホームの入居者の保護と有料老人ホーム事業の発展 

■設立：昭和 57年 2月/平成 3年 改正老人福祉法に規定/平成 25年 4月 公益法人へ移行 

■理事長：中澤俊勝 

■所在地：東京都中央区日本橋 3-5-14 アイ・アンド・イー日本橋ビル 7階 

■協会事業：入居者生活保証制度の運営 

      有料老人ホームの入居、苦情に関する相談事業 
      契約内容の適正化と入居者の保護 
      職員の資質向上のための研修事業 
      自治体からの業務受託事業 
      調査研究事業、啓発普及事業 等 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

鶴のマークは全国有料老人ホーム協会（有老協）会員ホームの証です。 

私たち有老協は、誰もが笑顔で安心して暮らせる有料老人ホームを 

増やすための取り組みをしています。 


